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午後３時００分開会 

 

○教育長 それでは、ただいまから本年第４回足立区教育委

員会臨時会を開会いたします。 

  本日の出席委員数は定足数であります。よって会議は成

立いたします。 

  それでは、これより審議に入ります。 

 

―───────◇──────── 

  初めに、会議録署名員の指名をいたします。本日の会議

録署名員に近藤委員、小関委員をご指名しますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、日程第１、第２３号議案を議題といたします。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第１、第２３号議案「足立区立郷

土博物館条例の一部を改正する条例の送付について」以上。 

○教育長 第２３号議案について、田ケ谷生涯学習支援室長

から説明をお願いいたします。 

  生涯学習支援室長。 

○生涯学習支援室長 お手元の議案説明資料４ページをお

開きいただきたいと思います。件名所管部課名は記載のと

おりでございます。今回、博物館法第２０条の規定に基づ

きまして、足立区立郷土博物館協議会の設置をするために

お諮りするものでございます。協議会設置の目的ですが、

現在郷土博物館につきましては、「江戸東京の東郊」をテ

ーマに農村の生活史などを常設展示しているものでござ

います。一方で平成２３年、区政８０周年を契機に始まり

ました文化遺産調査を続けてまいりましたところ、美術品

の狩野派、谷文晁一門、酒井抱一から始まった江戸琳派な

ど足立区にゆかりのある貴重な美術品資料の発見が続い

ております。所蔵者から寄贈もしくは寄託も増加している

状況を踏まえ、以下の理由で博物館協議会を設置したいと

考えているものでございます。 

  （１）といたしまして、運営方針や展示等について、効

果的、学術的視点で評価を専門家からいただく必要がある

と考えてございます。（２）といたしまして、発見されて

いる美術品の専門家から意見を聴取しまして、今後の展示

方針等を改めて検討していく必要があると考えてござい

ます。主な改正理由といたしましては、５ページ、６ペー

ジの通りですが、最終ページの７ページにイメージ図を作

らせていただきましたので、こちらをご覧いただきたいと

思います。設置目的は先ほどご説明したとおりでございま

す。箱の左側の「現在」と書いてある部分につきまして、

現在、連絡協議会を要綱設置してございます。これは地域

の町会の方とかあるいは社会科見学で来ていただける関

係から、校長会や社会科部会の先生に入っていただく、あ

るいは各団体の方に入っていただいて、博物館の事業実績

の報告とご意見をいただいているところでございます。そ

の他、その下でございますが、協働グループ連絡会と申し

まして、博物館に関わる関係団体の方々にも意見をいただ

いているところでございますが、今回、美術品等の発見が

続きましたので、右側になりますが、学識の専門家の方に

入っていただきまして、８名以内でございますが、協議会

を設置して今後の博物館のあり方であるとか、現在の展示

方法などの評価をいただきたいと考えてございます。なお、

先ほどご説明いたしました現在の協議会につきましては、

右側の下でございますけれども、事業連絡会ということで

再編をさせていただきまして、今後とも地元、あるいは団

体からの意見の方をいただきたいと考えているところで

ございます。以上でございます。よろしくご審議のほどお

願いいたします。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これより本案の

審議に入ります。 

  第２３号議案について、ご意見、ご質問がありましたら、

ご発言をお願いいたします。 

  ご質疑ございますか。よろしいですか。 

  ないようですので、これより第２３号議案「足立区立郷

土博物館条例の一部を改正する条例の送付について」を採

決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は原案のとお

り議決することにいたします。 

その他何かございますか。 

早川委員。 

○早川委員 所蔵する美術品ですが、意外とそういう専門家

の方々に見ていただく中で、次々とそうしたものがなくな

っていくということもあるようですので、管理をぜひよろ
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しくお願いいたします。 

○教育長 その他何かございますか。 

ないようですので、以上を持ちまして、本年第４回教育

委員会臨時会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

午後 ３時１０分閉会 



令 和 ３ 年 第 ４ 回 

足 立 区 教 育 委 員 会 臨 時 会 

日  時  令和３年５月２８日 金曜日 午後３時００分開議 

会  場    教育委員会室 

１ 議 事 日 程 頁 

日程第１ 第２３号議案 足立区立郷土博物館条例の一部を改正する条例の送付について… ２ 
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第２３号議案

足立区立郷土博物館条例の一部を改正する条例の送付について

上記の議案を提出する。

  令和３年５月２８日

  提出者  足立区教育委員会教育長   大山  日出夫

足立区立郷土博物館条例の一部を改正する条例

足立区立郷土博物館条例（昭和６１年足立区条例第７５号）の一部を

次のように改正する。 

第８条を第１０条とし、第７条の次に次の２条を加える。

（博物館協議会の設置）  

第８条  博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２０条第１項の規定

に基づき、博物館に足立区立郷土博物館協議会（以下「博物館協議会」

という。）を置く。  

２  博物館協議会は、館長の諮問に応じ、博物館の運営事項等を審議し、

答申するとともに、館長に対し意見を述べることができる。  

（博物館協議会の委員）

第９条  博物館協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員

会が任命又は委嘱する委員８人以内をもって組織する。  

２  博物館協議会の委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。  

３  博物館協議会の委員又は委員であった者は、その職務に関し知り得

た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

４  前３項に定めるもののほか、博物館協議会に関し必要な事項は、教

育委員会規則で定める。  

付  則
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 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。

 （足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部

改正）  

２  足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和

３９年足立区条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

別表教育委員会の部に次のように加える。

足立区立郷土博物館協議会 日額２１，０００円

（提案理由）

 博物館協議会を設置する必要があるので、この条例案を提出いたしま

す。  
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第 ２ ３ 号 議 案 説 明 資 料

令和３年５月２８日 

件 名 足立区立郷土博物館条例の一部を改正する条例の送付について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内 容 

１ 改正の理由 

博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２０条の規定に基づき、足

立区立郷土博物館協議会を設置するため、足立区立郷土博物館条例の一

部を改正する。 

２ 博物館協議会の設置目的 

現在、郷土博物館(以下「博物館」という。)では「江戸東京の東郊」を

テーマに農村の生活史などを常設展示している。一方、区制８０周年か

ら本格化した文化遺産調査により、「狩野派」「谷文晁一門」「江戸琳

派」など、足立区にゆかりのある貴重な美術資料の発見が続き、所蔵者

からの寄贈・寄託も増加している状況を踏まえ、以下の理由により博物

館協議会を設置する。 

（１）運営方針や展示計画等について、効果的、学術的な視点で評価を行

う必要がある。 

（２）発見されている美術品の専門家から意見を聴取し、今後の展示方針

等を検討していく必要がある。 

３ 主な改正内容（詳細は、Ｐ５～６の新旧対照表のとおり） 

足立区立郷土博物館条例第８条及び第９条に、新たに郷土博物館協議 

会の設置及び委員に関する規定等を追加する。 

 ４ 施行年月日 

 公布の日から施行する。 

［補足］博物館協議会の設置イメージ（Ｐ７）を添付する。 

今後の方針 関係する条例施行規則等について、必要な規定を整備する。 
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足立区立郷土博物館条例 新旧対照表（案） 

 改正前 改正後 

○足立区立郷土博物館条例

昭和61年10月23日条例第75号 

第１条～第７条 （省略） 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

○足立区立郷土博物館条例

昭和61年10月23日条例第75号 

第１条～第７条 （現行のとおり） 

（博物館協議会の設置） 

第８条 博物館法（昭和 26年法律第 285号）第 20 条第１項の規定に基づき、

博物館に足立区立郷土博物館協議会（以下「博物館協議会」という。）を置

く。 

２ 博物館協議会は、館長の諮問に応じ、博物館の運営事項等を審議し、答

申するとともに、館長に対し意見を述べることができる。 

（博物館協議会の委員） 

第９条 博物館協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上

に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任

命又は委嘱する委員８人以内をもって組織する。 

２ 博物館協議会の委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 博物館協議会の委員又は委員であった者は、その職務に関し知り得た秘

密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、博物館協議会に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。 

（委任） 

第 10 条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
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 改正前 改正後 

別表（第５条関係）（省略） 

付 則（令和  年  月  日条例第 号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和 39年

足立区条例第 17号）の一部を次のように改正する。 

別表教育委員会の部に次のように加える。 

足立区立郷土博物館協議会 日額 ２１，０００円 

別表（第５条関係）（現行のとおり） 



連絡協議会
校長会(小学校・中学校)
社会科部会(小学校・中学校)
大谷田五丁目町会
文化団体連合会
文化財保護指導員
郷土芸能保存会
足立史談会
博物館ボランティア博友会

【郷土博物館】 「博物館協議会」 の設置イメージ

博物館協議会現在

設置目的

現在、郷土博物館（以下「博物館」という。）では「江戸東京の東郊」をテーマに農村の生活史などを常設展示している。
一方、区制８０周年から本格化した文化遺産調査により、「狩野派」「谷文晁一門」「江戸琳派」など、足立区にゆかりの
ある貴重な美術資料の発見が続き、所蔵者からの寄贈・寄託も増加している状況を踏まえ、以下の理由により博物館協
議会を設置する。

（１）運営方針や展示計画等について、効果的、学術的な視点で評価を行う必要がある。
（２）発見されている美術品の専門家から意見を聴取し、今後の展示方針等を検討していく必要がある。

▶博物館から
事業実績と予定の報告

▶委員から
各団体からの要望や連絡

♦区職員
シティプロモーション課長

▶専門家から意見・提案をもらい、
美術資料を含めた博物館運
営を目指す

▶博物館運営に評価制度を導
入し、PDCAサイクルを確立

協働グループ連絡会

郷土芸能保存会
足立史談会
博物館ボランティア博友会
その他協働グループ団体

事業連絡会

▶各団体から
活動実績と予定の報告

▶博物館から
事業実績と予定の報告

▶委員から
各団体からの要望や連絡

♦学識経験者
美術史
歴史
民俗・工芸

♦地域代表
大谷田五丁目町会

♦博物館関係
協働グループ

意見・提案を調整

専門家

地域・関係団体

地域・関係団体

関係団体
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